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＜目的と適用範囲＞

第1条 この計画は、消防法第８条第１項に基づき、防火管理についての必要事項を

  定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的

  とする。

第2条 この計画で定めたことは、ここに勤務し、出入りするすべての者が守らなけ

  ればならない。

＜管理権原者及び防火管理者の業務と権限＞

（管理権原者）

第3条 管理権原者は、防火管理業務についてすべての責任を持つものとする。

２  管理権原者は、管理的または監督的な立場にあり、かつ、防火管理を適正に遂行で

  きる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせるものとする。

３  管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与え

  なければならない。

4  管理権原者は、防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場

  合、速やかに改修するものとする。

（防火管理者）

第4条 防火管理者は、この計画の作成及び実行について、すべての権限を持って次

  の業務を行う。

  (1)  消防計画の作成及び変更

  (2)  消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

  (3)  火災予防上の自主検査・点検の実施と監督

  (4)  消防用設備等の点検整備の実施及び立ち会い

  (5)  工事中の立ち会い及び安全対策の樹立

  (6)  火気の使用または取扱いに関する指導監督

  (7)  収容人員の適正管理

  (8)  従業員等に対する防火防災教育等の実施

  (9)  管理権原者に対する助言及び報告

  (10) 放火防止対策の推進

  (11) 消防機関に対する法令に基づく各種報告、届出、連絡
  (12) その他防火管理上の必要な業務

＜消防機関への連絡、報告＞

第5条 管理権原者及び防火管理者等は、次の業務について消防機関へ報告、届出及

  び連絡等を行うものとする。

  (1)  防火管理者の選任（解任）届出

  (2)  消防計画の作成（変更）届出

  (3)  消防用設備等の点検結果を消防長に報告（    年に１回）

  (4)  消防用設備等の設置の届出

  (5)  消防訓練等を実施する届出

  (6)  その他必要な報告、届出、連絡等

２  消防機関へ報告または届出した書類及び防火管理業務に必要な書類等は、本計画と

  一括し、整備して保管するものとする。

＜予防管理組織＞ 

第6条 火災予防等のため予防管理組織を定め、日常の火災予防の組織、自主点検及

  び検査を実施するための組織とする。

（日常の火災予防組織）

第7条 平素における火災予防及び地震時の出火防止をはかるため、防火管理者のも

  とに火元責任者等を、別表「 １ 」のとおりとする。

（自主点検検査を実施する組織）

第8条 日常における点検または建物、避難施設、火気使用設備器具、電気設備及び

  消防用設備等の定期点検等の組織を定め、別紙検査表のとおり実施する。

２  点検結果は、防火管理者または管理権原者へ報告し、不備については改修計画を樹

  立し改修する。

３  点検結果の記録は、防火管理台帳へ綴じて保存する。

	検  査  対  象
	検  査  実  施  日
	検  査  実  施  者

	日  常  点  検
	終 業 時・利用の都度
	

	定  期  点  検
	        月 ・     月
	


（消防用設備の法定点検）

第9条  消防用設備等の法定点検は、外観及び機能点検は６か月ごとに行い、総合点

  検は年１回実施する。

２  点検結果は、防火管理者が管理権原者に報告し、不備については改修計画を樹立し

  改修する。

３  点検結果の記録は、防火管理台帳へ綴じて保存する。

	消防用設備 の種類
	

	機器点検
	月 ・      月

	総合点検
	月

	法定点検

点検実施者
	


＜自衛消防組織＞

（自衛消防組織の編成）

第10条  火災等災害発生時に被害を最小限に止めるため、自衛消防組織を別表「 ２ 」

   のとおり編成する。

（自衛消防隊の任務）

第11条  自衛消防組織は、自衛消防隊長以下、次の活動にあたるものとする。

   (1)  自衛消防隊

       自衛消防隊の機能が有効に発揮できるように自衛消防隊長が統括し、また消防

     隊との連携を密にしなければならない。

   (2)  通報連絡

       火災が発生した場合、火災を発見した者または通報連絡担当は、消防機関へ

     １１９番通報及び周囲の者に連絡等をする。

   (3)  初期消火

       火災が発生した場合、付近の者または初期消火担当は、消火器等を活用して初

     期消火活動を行う。

   (4)  避難誘導

       避難誘導担当は、避難経路図に基づき、逃げ遅れ等の確認をし、避難誘導をす

     る。

   (5)  その他

       自衛消防隊長は、必要に応じて応急救護担当等を定め、活動にあたらせる。

２  休日、夜間における自衛消防活動は、勤務している者等、建物内にいる者が全員で

  前項の活動を行う他、管理権原者及び防火管理者へ連絡するものとする。

＜地震対策＞

（地震予防措置）

第12条  防火管理者ならびに火元責任者、各点検検査員は、震災予防措置として第８

   条の自主点検検査に合わせ、次の措置を行うものとする。

   (1)  工作物、備品等の倒壊、転倒、落下を防止すること。

   (2)  安全な避難通路を確保すること。

   (3)  火気使用器具等からの出火防止措置をすること。

   (4)  危険物等の流出、漏えい防止措置をすること。

   (5)  その他必要な措置をすること。

（備蓄品について）

第13条  防火管理者等は、震災に備えて食料、飲料水、医薬品、携帯ラジオ、携帯拡

   声器、懐中電灯及びロープ等、必要な物品を備蓄し、定期に点検整備するものとす

   る。

（警戒宣言発令に係る対応措置）

第１４条  警戒宣言発令に係る対応措置は、別に定める地震防災規程による。

（地震発生時の措置）

第１５条  地震が発生した場合は、次の措置を行うものとする。

   (1)  身を守ることを第一とし、身近にある火気使用設備器具を停止する。

   (2)  避難にあっては、身の安全を確保した後、安全な場所へ避難させる。

(3) 自衛消防活動は、第１１条の活動によるほか通報連絡担当が情報収集活動にあ

   たる。

(4) 地震後、防火管理者ならびに火元責任者、点検検査員は、建物または設備等の

   点検をし、必要な措置を行い２次災害の防止を行う。

   (5)  その他必要な措置を行う。

＜避難施設等の維持管理＞

第１６条  防火管理者または従業員、利用者等は、避難及び防火管理上、次のことを遵

   守しなければならない。

(1) 避難口、階段、避難通路等には、避難障害となる設備を設けたり、物品を置か

      ないこと。

   (2)  防火戸の付近には、常に障害となる物品を置かないこと。

   (3)  収容人員の適正管理についてのこと。

   (4)  喫煙は、指定された場所で行うこと。

   (5)  火気使用設備器具を使用する場合は、周囲に可燃物を置かないこと。

   (6)  建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないこと。

   (7)  倉庫等または無人時には施錠すること。

   (8)  その他防火管理上の必要なこと。

２  防火管理者は、避難経路図及び消防用設備等の位置図を別図のとおり掲示するもの

  とする。

＜工事における安全対策＞

第１７条  工事等を行う場合は、次のことを行わなければならない。

(1) 防火管理者は、模様替え等の工事を行う場合、工事人に対して工事計画書を事

  前に提出させ、必要な指示を行うこと。

   (2)  防火管理者は、工事に立ち会うこと。

(3)  工事人に対して、指定された場所以外では喫煙及び裸火の取扱いをさせないこ

     と。

   (4)  工事人に対して、火気管理の責任者を作業場ごとに指定し、掲示させること。

(5)  その他火災予防等の措置をすること。

＜防火教育＞

第１８条  防火管理者は、従業員または利用者等に対して、次の項目等について定期的

　 に教育を行わなければならない。

   (1)  消防計画についてのこと。

   (2)  従業員または利用者等が守るべき事項についてのこと。

   (3)  火災発生時の対応についてのこと。

   (4)  地震時の対応についてのこと。

   (5)  その他火災予防上の必要な事項。

＜訓　練＞

第１９条　防火管理者は、従業員または利用者等に対して、次のとおり自衛消防活動等

　 の消防訓練を行わなければならない。

	訓練の種別
	訓　　練　　内　　容
	実施時期

	総合訓練
	消火・通報・避難誘導等を連携して行う訓練

地震に備えた訓練
	月

月

	部分訓練
	消火・通報・避難誘導等を個別に行う訓練
	月

月


＜防火管理業務の一部委託＞

第２０条　防火管理に関する業務の一部（消防用設備等の点検は除く）を委託している

　 場合は、別紙「様式　　」のとおりとする。

地 震 防 災 規 定
＜目的と適用範囲＞

第1条    この規定は、消防法施行規則第３条第4項及び大規模地震対策特別措置法（以

  下「大震法」という。)第８条第１項に基づき、当該施設における大震法第２条第１３

  号に規定する警戒宣言（以下「警戒宣言」という。）発令に係る必要事項を定め、大

  規模地震による災害から、従業員、利用者等の生命の安全及び被害の軽減を図ること

  を目的とする。

第2条    この規定で定めたことは、ここに勤務または利用し、出入りするすべての者

  が守らなければならない。

＜地震予知対策＞

（東海地震注意情報発表時）

第3条    東海地震注意情報を知った従業員等は、直ちに管理権原者等にその事実を知

  らせなければならない。

２  管理権原者等は、前項の事実を知った場合は、混乱防止に十分配慮して事業所内の

  者にその事実を知らせ、従業員等の自衛消防組織は警戒宣言発令時に備えなければな

  らない。

３  管理権原者等は、必要に応じて対策本部を「                   」に設置する。

（警戒宣言発令時）

第4条    警戒宣言が発令されたことを知った従業員等は、直ちに管理権原者等にその

  事実を知らせなければならない。

２  管理権原者等は、前項の事実を知った場合は、混乱防止に十分配慮して事業所内の

  者にその事実を知らせ、自衛消防組織の活動を実施させる。

３  警戒宣言発令時の自衛消防組織は、別表 「 ２ 」のとおりとする。

＜自衛消防組織の活動＞

第5条    警戒宣言発令時の自衛消防隊の任務は、以下のとおりとする。

  (1)  自衛消防隊長（本部）

      自衛消防隊を統括し、必要な情報の収集及び自衛消防隊へ指揮、命令等を行う。
  (2)  情報収集担当

      テレビ、ラジオ等より情報を収集し、自衛消防隊長（本部）へ報告する。

      自衛消防隊長（本部）の指示により、事業所内の者及び自衛消防隊等へ警戒宣言

     発令に伴う必要な事項を伝達する。

  (3)  点検担当

      警戒宣言発令の連絡があった場合、火気使用設備及び器具等の使用を停止させ、

     設備器具等の転倒落下防止及び出火防止等の安全措置を行う。

      消防用設備等の点検、作動確認等の消火の準備及び備品等の安全措置を行う。

  (4)  避難誘導担当

      東海地震注意情報を知った場合、避難経路の確認及び避難経路の確保を行う。

      警戒宣言発令時、自衛消防隊長（本部）の指示により、非常出口及び退避方向を

     避難対象者に知らせ、混乱防止に努めて避難誘導を行う。

  (5)  応急措置担当

      警戒宣言発令の連絡があった場合、危険箇所の補強、整備を行う。

      避難経路の確保を行う。

  (6)  その他

      自衛消防隊長（本部）は、必要に応じて担当を編成し、震災に対しての備蓄品の

     点検、非常持出品の準備、その他必要な措置を行う。

      自衛消防隊の各担当者は、活動状況を自衛消防隊長（本部）へ報告する。

＜避  難＞

第６条    警戒宣言発令時の当該事業所の避難場所は、「                   」とする。

２  自衛消防隊長（本部）は、避難対象者に対し、当該避難場所の位置、避難経路を伝

  達及び掲示等しなければならない。

３  当該避難場所への避難方法は徒歩とし、必要に応じて避難誘導担当が誘導するもの

  とする。

４  自衛消防隊員は、第５条に定める措置等を実施後、自衛消防隊長（本部）へ報告し、

  防火区画及びシャッターの閉鎖等を行い、避難場所へ避難する。

＜時間外等の対策＞

第７条   休日、夜間及び時間外に警戒宣言が発令された場合、管理権原者または自衛

  消防隊長（本部）等は、自衛消防隊の招集等、当該事業所における必要な措置を行わ

  なければならない。

２  事業所内に従業員または利用者等がいる場合は、管理権原者または自衛消防隊長

  （本部）等へ連絡し、全員で第５条及び第６条に定める措置を行うものとする。

３  事業所以外（自宅等）で警戒宣言が発令された場合、自衛消防隊の各担当者は、管

  理権原者または自衛消防隊長（本部）等の指示に従うものとする。

＜事業所の利用等＞

第８条   警戒宣言発令時の事業所または施設等の運営及び利用は、原則として停止す

  る。

    但し、第５条に定める措置等を行い、安全確保が図られた場合は、管理権原者また

  は自衛消防隊長（本部）等の判断に任せるものとする。

＜火気使用の中止等＞

第９条   警戒宣言発令時は、禁煙とし、火気使用設備器具等の使用を原則として中止

  する。

    但し、やむを得ず火気を使用する場合は、防火管理者または自衛消防隊長等の承認

  を得て必要最小限の使用とし、使用者に監視させ、直ちに消火できる体制を講じさせ

  る。

＜工事等の中止＞

第１０条  警戒宣言発令時に工事等の作業を行っている場合は、工事資機材等の安全措

  置を実施し、中止させるものとする。

    但し、特別の必要により、補強、落下防止等の措置を実施するものについては、作

  業員の安全に配慮するものとする。

＜時差退避＞

第11条 管理権原者または自衛消防隊長（本部）等は、警戒宣言発令時に従業員等

   の帰宅等、退避する場合に一斉退避が交通及び周辺が混乱すると思われるとき、混

   乱防止のために退避場所等を考慮して計画をたて、これに基づき時差退避を行うも

   のとする。

＜震災教育＞

第１２条   防火管理者等は、従業員または利用者等に対し、大規模な地震による被害

   発生防止または軽減を図るために定期的に当該規程の内容等の教育、広報を行うも

   のとする。

＜訓  練＞

第１３条   防火管理者等は、従業員または利用者等に対し、大規模な地震に係る訓練

    を年１回以上実施するものとする。

＜その他＞

第14条   防火管理者等は、当該規程に定める以外に必要と認める場合、各行動マニュ

   アル等を定めるものとする。
震 災 対 策 マ ニ ュ ア ル
＜警戒宣言等の伝達方法＞

（東海地震注意情報発表時）

①  東海地震注意情報を知らされた管理権原者等は、事業所内の混乱防止の為、事前に

  決めた暗号等により自衛消防組織へ伝達し、任務の確認及び指示等を行う。

2 東海地震注意情報を事業所内の者へ知らせる場合は、混乱防止に十分配慮して放送

  設備等を使い、別記１に定める放送文例等で伝達する。

（警戒宣言発令時）

3 警戒宣言発令を知らされた管理権原者等は、事業所内の混乱防止の為、事前に決め

  た暗号等により自衛消防隊へ伝達し、自衛消防隊長（本部）を中心に活動を開始させ

  る。

4 警戒宣言発令情報を事業所内の者へ知らせる場合は、避難誘導担当等の自衛消防隊

  が配置についた時点で、放送設備等を使い、別記２に定める放送文例等で伝達する。

＜避難方法＞

1 避難誘導は、１つの出口または階段に大勢が集中し、パニック等の危険性がある為、

  可能な限り複数の避難口を設定して避難誘導担当を配置する。

    また、避難口を複数設定できない場合は、混乱防止に努めて順次避難誘導を行う。

2 避難誘導を行う時には、正確な避難方向を避難対象者に知らせる為、拡声器、ロー

  プ等を使い、有効な避難誘導を行う。

    また、エレベーターがある場合は停止させ、避難には使わない。

3 避難場所への誘導は、避難場所の位置、当該事業所から避難場所への避難経路を示

  す図面等を「                  」に掲示する他、必要に応じて避難誘導担当が誘導

  し、避難手段は徒歩とする。

＜時間外対策＞

1 休日や使用していない時に警戒宣言が発令された場合、非常連絡網を作成し、それ

  に従い、非常招集または担当者が必要な安全措置を行い、その後に避難する。

2 事業所以外（通勤途中等）で警戒宣言が発令された場合、原則として自宅待機また

  はその場で身の安全を図る。

    しかし、自衛消防組織上必要であれば、非常招集をして安全措置を行い、その後に

  避難する。

＜震災後の対応＞

1 自衛消防隊長（本部）は、震災後に事業所内の被害状況を調べ、管理権原者等へ報

  告する。

2 自衛消防隊の点検担当等は、設備器具の点検検査を行い、不備があれば必要な措置

  等を行う。

3 自衛消防隊の応急救護担当は、ケガ人等が出た場合に手当て等、必要な措置を行う。

＜震災に対しての備蓄品＞

  震災に備えて、非常持出し品、下記の備蓄品を用意する。

	保 管 場 所
	備   蓄   品   名
	数  量  等

	
	懐中電灯

携帯ラジオ

医薬品

電池（各種）
	　　個

　　個

　一式

　適量


別記１  東海地震注意情報発表時
· ○○○さまに東海地震に関連する情報をお知らせいたします。

  只今、東海地震注意情報が発表されたとのニュースが入りました。

  この東海地震注意情報は、東海地方の地震観測データに異常が現れ、これが大地震に

結びつく可能性がおおきいと思われる時点で発表されます。

　今後、詳しい情報が入り次第、お知らせいたします。

別記２  警戒宣言発令時
· ○○○さまにお知らせいたします。

  本日○○時○○分、東海地震についての警戒宣言が発令されました。

  警戒宣言の内容は、只今から数時間から○～○日以内に東海地方を中心とする地震が

発生する恐れがあるとのことです。

  本日の○○（営業、利用など）はこれをもちまして終了させていただきますので、従業員の誘導に従い、落ち着いて避難してください。

付　則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

別表 １                     予 防 管 理 組 織 表

	
	担  当  区  域
	火 元 責 任 者

	防 火 管 理 者
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


＜防火管理者＞

    ・  当該施設の防火管理業務の総括責任者

    ・  火元責任者に対し指導監督を行う

＜火元責任者＞

    ・  当該施設の担当区域の責任者

    ・  防火管理者へ担当区域の火災予防事項等を報告する

別表 ２                  自 衛 消 防 組 織 表
	自 衛 消 防 隊 長
	

	

	担当区分
	担 当 者
	平 常 時 の 任 務
	警戒宣言発令時の任務

	通報連絡
	
	· １１９番通報をする。

· 非常ベルを鳴らす。

· 放送等で周囲にしらせる。

· 消防隊への情報提供及び関係先への連絡にあたる。


	○ 情報収集担当とする。

· テレビ･ラジオ等により情報を収集する。

· 自衛消防隊長の指示により必要な情報を収集し、伝達する。

	初期消火
	
	· 水バケツ、消火器等を使用し、初期消火にあたる。

· 天井に燃え移ったら初期消火は中止して避難する。

· 避難誘導の補佐をする。


	○ 点検担当とする。

· 各点検担当者等とともに担当区域の点検を行い、転倒、落下防止等の被害防止措置を行う。

· 危険箇所の補強等を行う。

	避難誘導
	
	· 避難口を開放し、避難経路図に従い避難誘導にあたる。

· 避難誘導は、大声で簡潔に行いパニック防止に全力をあげる。

· 逃げ遅れの確認をする。


	·  避難誘導担当とする。

· 避難経路の確保をする。

· 警戒宣言発令の伝達に先立ち、出入口等に配置につく。

· 警戒宣言発令の伝達に伴う避難誘導を行う。

	応急救護
	
	· 負傷者に対する応急処置

· 救急隊との連携、情報の提供を行う。

· 負傷者の氏名等の記録


	·  応急措置担当とする。

· 危険箇所の補強等を行う。

・ 避難経路の確保をする。

	
	
	
	


別紙

自主検査チェック表（日常）                        月

                                                   検査実施者               

	日
	曜日
	検      査      項      目

	
	
	避難通路等の物品の有   無

(避難施設の維持管理)
	ガス器具のホースの老化・

損傷
	電気器具の配線の老化・損傷
	火気設

備器具の異常の有無
	吸殻の

処  理
	倉庫等

の施錠

確認
	終業時

(利用後)

の火気

確認
	その他

(トイレ内の可燃物・ゴミ箱等の

確認）

	１
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（備考） 検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修 

       した場合は eq \o\ac(○,×)を付してください。

         なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するも

       のとします。
	防火管理

者 確 認

	
	


別紙                      自主検査チェック表（定期）
	実    施    項    目    及    び    確    認    個    所
	検査結果

	建  物  構  造
	(1) 柱・はり・壁・床

コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。
	

	
	(2) 天井

仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。
	

	
	(3) 窓枠・サッシ・ガラス

窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、または枠自体のはずれのおそ

   れのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。
	

	
	(4) 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット

     貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのある

   ひび割れ・浮き上り等が生じていないか。
	

	避    難    施    設
	(1)
	避難通路

①  有効幅員が確保されているか。
	

	
	
	②  避難上支障となる障害物を設置していないか。
	

	
	(2)
	階段
階段室に障害物を設置していないか。
	

	
	(3)
	避難階の避難口（出入口）

①  扉の開放方向は避難上支障ないか。
	

	
	
	②  避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。
	

	
	
	③  避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はな

  いか。
	

	火 気 設 備 器 具
	(1)
	厨房設備等

①  可燃物品からの保有距離は適正か。
	

	
	
	②  異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。
	

	
	
	③  ガス配管等は、亀裂、老化、損傷していないか。
	

	
	
	④  燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。
	

	
	(2)
	その他の設備等

①  自動消火装置は適正に機能するか。
	

	
	
	②  火気周囲は整理整頓されているか。
	

	電気設備
	(1)
	電気器具

①  コードに亀裂、老化、損傷はないか。
	

	
	
	②  タコ足の接続を行っていないか。
	

	
	
	③  許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
	

	そ の 他
	
	

	検査実施者氏名
	検査実施日
	検査実施者氏名
	検査実施日
	防火管理者確認

	
	年  月  日

年  月  日
	
	年  月  日

年  月  日
	


（備考）  不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。
（凡例）○…良          ×…不備・欠陥         eq \o\ac(○,×)…即時改修

別紙                   消防用設備等自主点検チェック表
	実 施 設 備
	   確    認    個    所
	点検結果

	 eq \o\ad(消  火  器,　　　　　　　　)
(  年  月  日実施)
	(1) 設置場所に置いてあるか。
	

	
	(2)  消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。
	

	
	(3)  安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。
	

	
	(4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。
	

	 eq \o\ad(屋内消火栓設備,　　　　　　　　)
 eq \o\ad(泡消火設備,　　　　　　　　)
       (移動式)

(  年  月  日実施)
	(1)  使用上の障害となる物品はないか。
	

	
	(2)  扉は確実に開閉できるか。
	

	
	(3)  ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。
	

	
	(4)  表示灯は点灯しているか。
	

	自動火災報知設備

(   年  月  日実施)
	(1)  表示灯は点灯しているか。
	

	
	(2)  受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
	

	
	(3)  用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。
	

	
	(4)  感知器の破損、変形、脱落はないか。
	

	 eq \o\ad(非常ベル,　　　　　　　　)
(  年  月  日実施)
	(1)  表示灯は点灯しているか。
	

	
	(2)  操作上障害となる物がないか。
	

	
	(3)  押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。
	

	 eq \o\ad(避難器具,　　　　　　　　)
(  年  月  日実施)
	(1)  避難に際し、容易に接近できるか。
	

	
	(2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が

  わかりにくくなってないか。
	

	
	(3) 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいで
いないか。
	

	
	(4) 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確

  保されているか。
	

	
	(5)  標識に変形、脱落、汚損がないか。
	

	 eq \o\ad(誘導灯,　　　　　　　　)
(  年  月  日実施)
	(1)  改装等により、設置位置が不適性になっていないか。
	

	
	(2) 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、
視認障害となっていないか。
	

	
	(3) 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、

  かつ適正な取り付け状態であるか。
	

	
	(4)  不点灯、ちらつき等がないか。
	

	検    査    実    施    者    氏    名
	防火管理者確認

	
	


 （備考）不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）○…良          ×…不備・欠陥         eq \o\ac(○,×)…即時改修

様　式　３

防火管理業務の委託状況表

〔遠隔移報方式〕　　　　　　　　　　　　　　　（令和　　年　　月　　日現在）

	防火対象物名称
	

	受　　　　　　　　託　　　　　　　　者
	氏名（名称）
	

	
	住所（所在地）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　(

	
	担当事務所
	
	(

	
	
	
	

	
	防火管理業務

の　範　囲
	· 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務

· 火災が発生した場合の初動措置

　　□　初期消火　　□　通報連絡　　□　その他　　

· その他

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	防火管理業務

の　方　法
	委託する

防火対象

物の区域
	· 全域

· 特定区域

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

	
	
	現場確認要員

の待機場所
	□　担当事務所　　□　他を巡回中

□　その他〔　　　　　　　　　　　　　　　〕

	
	
	到着所要時間
	（　　　　）分

	
	
	委託する

時間帯
	· ２４時間

· その他　〔　　　：　　　～　　　：　　　〕




備　考　　「防火管理業務の範囲及び方法」欄は、該当する□にレ印を付すこと。
別　図

建物平面図（例）
　　　　　　　　　　誘導灯

　　　　　　　　　　消火器

　　　　　　　　　　避難経路

２階平面図

	事務室
	休憩室
	和室１
	和室２
	倉　庫

	

　

	
	

	
	ＤＯＷＮ

	
	

	


１階平面図

	倉　庫
	待機室１
	待機室２
	ホール




	

　　　　ＤＯＷＮ
	

	
	
	
	玄　関


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	


避難経路図（例）


[image: image1]
スーパー○○○





○○公園





防火対象物から避難地（学校・公園など）までの避難経路図を添付します。
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